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「北山町・西原町地区地区計画」 

の内容は、市HP、または右の二次

元コードからご覧いただけます。 

 

北山町・西原町地区まちづくりニュース 第25号 
令和7年10月発行  

１ 北山町・西原町地区 地区計画等を策定しました！ 

北山町・西原町地区では、都市計画道路の整備による環境変化への対応や、木造密集住宅地

の防災性向上を図ること等を目的に、 を令和３年

に定めました。 

その後、誘導計画の目標である

に向けて、北山町・西原町地区まちづ

くり協議会を中心に、具体的なまちづくりのルールである地区計画や都市計画道路沿道の用途

地域の変更の可能性について、地域の皆様からご意見をいただきながら検討が行われました。 

令和６年に北山町・西原町地区まちづくり協議会より提出いただいた地区計画等の案をとり

まとめ、説明会やオープンハウス、案の公告縦覧などを行い、

しました。 

北山町・西原町地区まちづくり協議会をはじめとする、地域の皆様におかれましては、ご協

力いただきありがとうございました。 

今後は、北山町・西原町地区がより良いまちとなるよう、皆様と同計画によるまちづくりに

努めてまいります。 

３ 用途地域等の変更について

４ １ 

地区計画等の概要については、次ページをご覧ください 

北山町一丁目 

北山町二丁目 

北山町三丁目 

北山町四丁目 

西原町 
二丁目 

西原町 
三丁目 

西原町 
四丁目 

４ 地区計画区域内の届出について
地区計画とは？ 

◎建築物を建築する時のルールです 

✓ある一定のまとまりを持った「地区」を対象

に、既にある用途地域などに追加して、地区

の特性や課題に応じた、きめ細かなルールを

定める制度です。 

✓地区計画が決定された後に建替えなどを行う際

には、その計画で定められたルールが適用さ

れ、要件を満たしていない建築物は建てること

ができないなど、一定の制限があります。 

今後、建築確認申請の際には、事前に 
「地区計画の届出」が必要になります。 
詳しくは、４ページをご覧ください。 

北山町・西原町地区で建築する場合は、建築確認申請の審査の段階において地区計画で定め

た建築物のルールに適合しているか確認します。ルールに適合しない場合、建物を建てること

ができません。 

現在事業中である都市計画道路（府３・２・２の２号（東京八王子線）と府３・４・５号

（新奥多摩街道線））沿道（都市計画道路の端から 30ｍまでの範囲）では、防災性向上を図る

こと、日常生活を支える身近な店舗を誘導し、広域的な道路ネットワークを形成するために、

用途地域等を以下のとおり変更します。 

区分 用途地域 建ぺい率 容積率 高度地区 高さ制限 防火規制 

変更前① 第一種低層住居 
専用地域 ４０％ ８０％ 第一種 

高度地区 １０ｍ 無指定 

変更前② 第一種中高層住居 
専用地域 

５０％ １００％ 第一種 
高度地区 

― 準防火地域 

変更後 第一種中高層住居 
専用地域 ６０％ ２００％ 第二種 

高度地区 
１５ｍ 

(地区計画による) 
準防火地域 

 

① 

② 

② 

① 

① 

① 

② 

② 

① 

① 



  

  

 

  

地区区分 方 針 

住商共存 
地区 

地域の日常生活を支える商業・サービス等の身近な店舗を主体と
しつつ、周辺の住宅地の環境に配慮した土地利用とする。 

沿道住宅 
地区 

住宅や共同住宅、日常生活を支える身近な店舗等が調和し、周辺
の低層住宅地の住環境に配慮した、幹線道路と一体となって延焼
遮断機能を有する沿道市街地の形成を図る。 

中層住宅 
Ａ地区 

一戸建て住宅や共同住宅等を中心とした住宅地としての土地利用
とする。 

中層住宅 
Ｂ地区 

周辺の低層住宅地の住環境に配慮した一戸建て住宅や共同住宅等
を中心とした土地利用とする。 

中層住宅 
Ｃ地区 

一戸建て住宅や共同住宅等を中心とし、周辺の低層住宅地の住環
境に配慮しつつ、地域の生活利便性を高める機能の充実を図る。 

低層住宅 
Ａ地区 

一戸建て住宅や低層共同住宅を中心とした、緑豊かでゆとりのあ
る低層住宅地の形成を図る。 
また、東京都防災都市づくり推進計画において木造住宅密集地域
に位置付けられた地区においては、建築物の不燃化を促進する。 

低層住宅 
Ｂ地区 

一戸建て住宅や低層共同住宅を中心とした、緑豊かでゆとりのあ
る低層住宅地の形成を図る。 

 

２ 北山町・西原町地区 地区計画の主な内容 

■地区計画の目標 

■地区区分図 ■土地利用の方針 

●

■地区施設の整備の方針 

１ 区画道路は、緊急車両の通行に配慮した隅切りや道路内の歩行空間
を確保し、自動車のスピードの抑制対策、自転車ナビマークや自転車
ナビラインの設置等により歩行者の安全確保に努める。 

２ 地区内の道路は、狭あい道路の拡幅整備を促進し、４メートル以上
の幅員と角地の隅切りを確保するとともに、行き止まり道路において
は、奥敷地の二方向避難経路の確保に努める。 

３ 地区住民の憩いの場であり、災害時にも有効な空間である公園・広
場は、適切に維持・管理を進める。 

４ 地区内に存する企業グラウンドのオープンスペースや緑地機能の維
持・継承を図る。

■地区整備計画（建築物等に関する事項） 

■地区施設の配置 

２ ３ 

地区区分 
建築物の用途 

の制限 
建築物の敷地面積 

の最低限度 
壁面の位置の制限 
（隣地、道路） 

壁面の位置の制限 
（隅切り） 

建築物等の高さ 
の最高限度 

建築物等の形態又は色彩
その他の意匠の制限 

垣又は柵の 
構造の制限 

住商共存 
地区 

 
 次に掲げる建築物は建築してはならない。 
１ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝
馬投票券発売所、場外車券売場その他これ
らに類するもの 

２ 公衆浴場 
３ 自動車教習所 
４ 倉庫業を営む倉庫 
５ 畜舎 
６ 建築基準法別表第２（と）項第三号に規
定する工場 

７ ガソリンスタンド 
８ 液化石油ガススタンド 
９ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律第２条第９項及び第１３項の用
に供する建築物 

100 ㎡ 
 地区計画の
決定の告示日
において、左
記の面積に満
たない敷地
は、敷地を分
割せずに建替
えできるもの
とする 

 
 建築物の外壁又はこれに代わる
柱の面から隣地境界線（道路境界
線を含む。）までの距離は０．５ｍ
以上とする。ただし、建築物又は
建築物の部分で、次のいずれかに
該当するものは、この限りでな
い。 
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中
心線の長さの合計が３．０ｍ以
下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途
（自動車車庫及び自転車駐車場
を除く。）に供し、軒の高さが
２．３ｍ以下で、かつ、床面積
の合計が５㎡以内であるもの 

(3) 自動車車庫又は自転車駐車場
で軒の高さが２．３ｍ以下であ
るもの 

 
 幅員がそれぞれ６ｍ
未満の道路が交差する
角敷地（交差により生
じる内角が１２０度以
上の場合を除く。）で
は、建築物の外壁等の
面は、道路境界線から
敷地の隅を頂点とする
二等辺三角形の長さ２
ｍの底辺となる線以上
後退させるものとす
る。 

２０ｍ 

 
１ 建築物の屋根、外壁
及びこれに代わる柱並
びに工作物の色彩は、
まち並みと調和した落
ち着いた色調とし、府
中市景観計画の色彩基
準に適合したものとす
る。 

２ 屋外広告物等を設置
する場合には、周囲の
景観に配慮するよう、
形態及び設置場所に留
意したものとする。 

 
 道路に面して設け
る垣又は柵（門柱を
除く。）の構造は、
生け垣又は透過性を
有するフェンスとし
なければならない。
ただし、垣又は柵の
基礎の部分のうち、
高さが０．４ｍ以下
の部分についてはこ
の限りではない。 

沿道住宅 
地区 

 
 次に掲げる建築物は建築してはならない。 
１ 神社、寺院、教会その他これらに類する
もの 

２ 墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項
に規定する納骨堂の用に供するもの 

１５ｍ 

中層住宅 
Ａ地区 

２０ｍ 

中層住宅 
Ｂ地区 

110 ㎡ 

１５ｍ 

低層住宅 
Ａ地区 

１０ｍ 

 

隣地境界 

5

50cm 

２ｍ 

隅切りの確保 

敷地 

４０cm 
以下 

※地区計画が決定された後に新築・建て替えを行う際には、地区整備計画で定めたルールが適用されます。 

 

凡例 

区画道路： 

公園  ： 

※中層住宅 C 地区、低層住宅 B 地区は、建築物等の制限のある区域に含まれておりません。三井住友銀行研修所跡地の動向を踏まえ検討してまいります。 


